
交野市日中一時支援事業実施要綱 

   

（目的） 

第 1 条 交野市日中一時支援事業（以下「事業」という。）は、在宅の障がい者・児（以下「障

がい者等」という。）に日中活動の場を提供するとともに、障がい者等を見守り、社会に適応す

るための日常的な訓練等を行うことを目的とする。 

（実施主体） 

第 2条 この事業の実施主体は、交野市とする。 

２ 福祉事務所長（以下「所長」という。）は、支給決定を除くこの事業の全部又は一部を適切な

事業運営を行なうことができると認める団体等に委託することができる。 

（対象者） 

第 3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 （１）身体障害者福祉法(昭和 24年法律第 283号)第 15条第 4項の規定により身体障害者手帳

の交付を受けている者 

 （２）療育手帳制度要綱(昭和 48年 9月 27日厚生省発児第 156号厚生事務次官通知)に基づく

療育手帳の交付を受けている者 

 （３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25年法律第 123号)第 45条第 2項の規

定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

 （４）施設等の入所・入居者で入所等する前の居住地が交野市であって、現在も交野市が実施

者として援護をしている者 

 （５）その他、特に所長が必要と認めた者 

（利用の申請） 

第 4条 事業を利用しようとする者(その者が満 18歳未満であるときは、その保護者。以下「申

請者」という。)は、支給申請書を所長に提出するものとする。 

（利用の支給決定等） 

第 5条 所長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決

定したときは、支給・不支給決定通知書(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知す

るとともに、支給決定を行った申請者(以下「利用者」という。)に対し、「受給者証」を交付す

る。 

（支給決定の有効期間及び更新申請） 

第 6条 前条の規定による決定通知書及び受給者証の認定期間は、支給決定を行なった日から起 

算して、1年以内とする。 

２ 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの 1か

月以内に第 5条に規定する申請を行なわなければならない。 

（利用の変更及び廃止） 

第 7 条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、支給決定変更(廃止)申請書により、速や

かに所長に届け出なければならない。 

 （１）利用者の住所等を変更した場合 

 （２）利用者の心身状況に大きな変化があった場合 

 （３）利用の中止をしようとする場合 

（利用の取り消し） 

第 8条 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第 6条の規定による利用決定

を取り消すことができる。 

 （１）この事業の対象者でなくなった場合 

 （２）不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合 

 （３）その他、所長が利用を不適当と認めた場合 



（利用の方法） 

第 9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、第 2条第 2項の規定により委託を受けた

事業者（以下「事業者」という。）に受給者証を提示し、直接依頼するものとする。 

（利用料） 

第 10条 利用者は、利用料として次に掲げる金額を事業者に支払うものとする。 

 （１）基本料にあっては、利用者 1人につき 2時間未満は 200円、2時間以上 4時間未満は 300

円、4時間以上 6時間未満は 400円、6時間以上は 500円とする。  

（利用料の減額又は免除） 

第 11 条 所長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、前条に規定す

る利用料を減免することができる。 

 （１）生活保護法(昭和 24年法律第 144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利

用料の全額を免除する。 

 （２）利用者及びその属する世帯（障がい者の場合は本人及び配偶者、障がい児の場合は本人

が属する住民基本台帳世帯の世帯員全員）の当該年度（4 月から 6 月までの間の利用につ

いては、前年度とする。）の市民税が非課税である世帯にあっては、利用料の全額を免除す

る。 

（委託料） 

第 12条 第 2条第 2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、次に掲げる費用から第 10

条に規定する利用料を差し引いた金額を事業者に対して支払うものとする。 

（１）基本事業にあっては、利用者 1 人に対して 1 日につき 2 時間未満は 2000 円、2 時間以

上 4時間未満は 3000円、4時間以上 6時間未満は 4000円、6時間以上は 5000円とする。 

（２）送迎を実施した場合は、利用者 1人に対して片道 1回につき 500円を加算するものとす

る。 

（３）事業者は、サービスを提供した月の翌月 10 日までに、市長に対し、当該月に係る委託

料を一括して請求するものとする。 

（４）市長は、前項の請求のあった日から 30 日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うもの

とする。 

（実施体制） 

第 13 条 事業者は、委託事業の実施にあたり、委託事業を適切に運営できるよう従業者 1 名以   

上を配置しなければならない。ただし、従業者は委託事業の実施に支障のない範囲で他の職務

に従事することができる。 

２ 事業者は、指定障害福祉サービス事業に併設する（併設型）若しくは空き店舗等を利用する 

（単独型）など、利用環境を創意工夫し、かつ安全に配慮された提供体制を整えなければなら 

ない。 

（遵守事項） 

第 14 条 事業者は、受け入れることが可能な障がい種別及び年齢層について、利用者に対して

事前説明を行なわなければならない。 

２ 事業者は、利用者に対して適切なサービスが提供できるよう、事業者ごとに従業者の勤務の

体制を定めておかなければならない。 

３ 事業者は、事業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

４ 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、所長及び家族等に速やかに連絡を行な

うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

５ 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス

を提供した日から 5年間保存しなければならない。 

６ 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を漏らしてはな

らない。 



（様式） 

第 15条 この要綱で使用する申請書等の様式は、別に定める。  

（補則） 

第 16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。 

    

   附 則 

  この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、平成１９年４月１日から施行し、平成１８年１０月１日から適用する。 

   附 則 

  この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


